
問い合わせ：長寿介護課　保険料について／介護保険料グループ（☎ 51・3139）、
　　　　　　　　　　　    介護保険サービスについて／介護保険給付グループ（☎ 51・3130）

　平成 27年度介護保険制度改正により、介護保険サービス、介護保険料、利用者の自己負担が一部

変更になります。今回の特集では、平成 27年 4月および 8月の介護保険制度の主な変更点をお知ら

せします。改正内容の詳細については、ホームページ（http://www.city.toyohashi.lg.jp/4987.htm）

をご覧いただくか、市役所長寿介護課（東館 3階）、各窓口センターなどで配布の「介護保険制度改

正のお知らせ」をご確認ください。制度改正にご理解・ご協力をお願いします。

■ 65 歳以上の方の介護保険料（平成 27 ～ 29 年度）　※基準額（年額）57,600 円

65
歳
以
上
の
方
の

介
護
保
険
料
を
見
直
し
ま
し
た

　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
は
、
今
後
３

年
間
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
が
ど
の
く
ら
い
必

要
に
な
る
か
を
算
出
し
て
、
３
年
ご
と
に
見
直

し
を
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
見
直
し
で
は
、
平

成
27
～
29
年
度
の
介
護
保
険
料
を
算
定
し
て
い

ま
す
（
下
表
）。
高
齢
化
が
進
み
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
す
る
人
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
保
険
料
は
上
昇
し
て
い
ま
す
が
、
被
保
険

者
の
所
得
に
応
じ
た
負
担
割
合
と
な
る
よ
う
保

険
料
額
を
設
定
し
ま
し
た
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
基
準

が
変
更
に
な
り
ま
し
た

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
新
規
に
入
所
で
き

る
の
が
、
要
介
護
１
～
５
の
方
か
ら
、
原
則
要

介
護
３
以
上
の
方
に
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

※
要
介
護
１
・
２
の
方
も
定
め
ら
れ
た
要
件
を

　

満
た
せ
ば
、
入
所

　

が
認
め
ら
れ
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す

平
成
27
年
４
月
１
日
に
変
更
と
な
っ
た
主
な
内
容

所得段階区分 対象 保険料率 年間保険料

第１段階

・生活保護などを受けている方
・老齢福祉年金を受けており、世帯全員が

市民税非課税の方
・世帯全員が市民税非課税で、合計所得金

額と課税年金収入金額の合計額が 80 万円
以下の方

基準額
× 0.5 28,800 円

第 2 段階
世帯全員が市民税非課税、かつ合計所得金
額と課税年金収入金額の合計額が 120 万円
以下で、第 1 段階に該当しない方

基準額
× 0.7 40,320 円

第 3 段階 世帯全員が市民税非課税で、第 1・2 段階に
該当しない方

基準額
× 0.75 43,200 円

第 4 段階 本人が市民税非課税で、合計所得金額と課
税年金収入金額の合計額が 80 万円以下の方

基準額
× 0.83 47,808 円

第 5 段階 本人が市民税非課税で、第 4 段階に該当し
ない方 基準額 57,600 円

第 6 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 120
万円未満の方

基準額
× 1.2 69,120 円

第 7 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 120
万円以上 190 万円未満の方

基準額
× 1.3 74,880 円

第 8 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 190
万円以上 290 万円未満の方

基準額
× 1.5 86,400 円

第 9 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 290
万円以上 500 万円未満の方

基準額
× 1.7 97,920 円

第 10 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 500
万円以上 800 万円未満の方

基準額
× 1.8 103,680 円

第 11 段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が 800
万円以上の方

基準額
× 1.9 109,440 円
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特  集

一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
負
担
が

２
割
に
な
り
ま
す

　

次
の
２
つ
の
条
件
を
満
た
す
方
は
、
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
の
自
己
負
担
割

合
が
、
現
行
の
１
割
か
ら
、
２
割
に
な
り
ま
す
。

・
65
歳
以
上
（
１
号
被
保
険
者
）
で
本
人
の
合

　

計
所
得
金
額
が
１
６
０
万
円
以
上

・
年
金
収
入
と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が
、

①
単
身
で
２
８
０
万
円
以
上
②
65
歳
以
上

の
方
が
２
人
以
上
い
る
世
帯
で
３
４
６
万

円
以
上

　

な
お
、
要
介
護
（
要
支
援
）
認
定
者
に
は
、

負
担
割
合
を
示
す
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」

を
発
行
し
ま
す
（
毎
年
７
月
下
旬
に
発
送
予

定
）。

※
自
己
負
担
額
に
は
月
額
の
上
限
額
（
高
額
介

　

護
サ
ー
ビ
ス
費
）
が
あ
る
た
め
、
実
際
の
負

　

担
額
は
自
己
負
担
が
２
割
に
な
っ
た
全
員
が

　

２
倍
に
な
る
わ
け

　

で
は
あ
り
ま
せ
ん

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
一
部
の

上
限
額
が
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す

　

介
護
保
険
で
は
、
１
か
月
ご
と
の
自
己
負
担

が
上
限
額
を
超
え
た
と
き
、
申
請
に
よ
り
そ
の

超
え
た
額
を
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
払

い
戻
し
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
上
限
額
に
つ

い
て
、
医
療
保
険
の
現
役
並
み
所
得
に
相
当

す
る
方（
※
）
は
、
月
額
３
万
７
２
０
０
円
か
ら

４
万
４
４
０
０
円
に
引
き
上
げ
と
な
り
ま
す
。

※
同
一
世
帯
に
、
65
歳
以
上
で
課
税
所
得
が

　

１
４
５
万
円
以
上
の
方
が
い
る
方
。た
だ
し
、

　

単
身
世
帯
で
収
入
３
８
３
万
円
未
満
、
65
歳

　

以
上
の
方
が
２
人
以
上
い
る
世
帯
で
収
入
の

　

合
計
が
５
２
０
万
円
未
満
の
場
合
は
、
引
き

　

上
げ
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

補
足
給
付
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

①
預
貯
金
な
ど
が
、
単
身
で
１
０
０
０
万
円
、

　

夫
婦
で
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る

②
世
帯
分
離
し
て
い
る
配
偶
者
が
課
税
さ
れ
て

　

い
る

第
６
期
豊
橋
市
高
齢
者
福
祉
・
介
護

保
険
事
業
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

　

こ
の
計
画
は
、
平
成
27
～
29
年
度
に
お
け
る

高
齢
者
の
介
護
予
防
や
生
活
支
援
、
生
き
が
い

づ
く
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
福
祉
・
介
護
保

険
の
総
合
的
な
計
画
で
す
。
今
後
、
ま
す
ま
す

高
齢
者
が
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た

め
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

地
域
づ
く
り
を
支
援
す
る
仕
組
み
「
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」の
構
築
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

市
で
は
、
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、「
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
を
推
進
し
ま
す
。

閲
覧
場
所　

市
役
所
長
寿
介
護
課
・
じ
ょ
う

ほ
う
ひ
ろ
ば
（
東
館
１
階
）、
カ
リ
オ
ン
ビ
ル
、

各
窓
口
セ
ン
タ
ー
、
各
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
、中
央
図
書
館
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w

w
.city.toyohashi.lg.jp/4979.htm

）

低
所
得
の
施
設
利
用
者
の
食
費
・

居
住
費
負
担
軽
減
要
件
が
変
わ
り
ま
す

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
食
費
と
居
住
費

は
、
本
人
の
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
低
所

得
の
方
（
市
民
税
非
課
税
世
帯
）
は
、
申
請
に
よ

り
そ
の
負
担
を
軽
減
す
る
補
足
給
付
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
補
足
給
付
に
つ
い
て
、
低
所
得
の
方

で
も
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
す
方
は
、

介護保険制度改正のお知らせ

平成 27 年度 

平
成
27
年
８
月
１
日
に
変
更
と
な
る
主
な
内
容
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